
（参考）

（件）

4 4 4 8 16

うち死亡 4 3 3 5 8

（件）

1 5 10 15 22

うち自殺 1 4 8 10 11
精神障害等

支給決定件数

　注  １　本表は、労働基準法施行規則別表第１の２第９号の「業務に起因することの明らかな疾病」に係る
　　　  精神障害等について集計したものである。
　　　 ２  支給決定件数は、審査請求事案の取消決定等による支給決定件数について集計したものである。
　　　 ３  支給決定件数は、表２－１における支給決定件数に含めていない。
　　　 ４　「うち自殺」の件数は、当初の労災請求時における自殺の件数である。

　注  １　本表は、労働基準法施行規則別表第１の２第９号の「業務に起因することの明らかな疾病」に係る
　　　　脳血管疾患及び虚血性心疾患等（「過労死」等事案）について集計したものである。
　　　 ２  支給決定件数は、審査請求事案の取消決定等による支給決定件数について集計したものである。
　　　 ３  支給決定件数は、表１－１における支給決定件数に含めていない。
　　　 ４　「うち死亡」の件数は、当初の労災請求時における死亡の件数である。

　　精神障害等の審査請求事案の取消決定等による支給決定状況

年    度
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

区   分

脳・心臓疾患

支給決定件数

　　脳血管疾患及び虚血性心疾患等　（「過労死」　等事案） の審査請求事案の取消決定等による
支給決定状況

年    度
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

区   分


